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行政

機能する議会へ。
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「限られた財政」の下、845億円の不足を乗り越

えなければならない5年間。行政は為すべきこ

とに、お金や人材を集中しなければなりませ

ん。その費用や人員を捻出するために「廃止

の選択」が必要です。「保養施設」は民間に充

分担い手がいますし、「市長らの充て職」や「幹

部職員の再就職」の見直しなど、外郭団体自立

のための改革は、率先して着手すべきです。

「民」とは、市民・NPO・民間企業などを指し

ます。つまり行政以外の主体のこと。「民」が

強みを発揮する分野、行政が苦手な分野は

「民」が担うことが効果的・効率的です。「民

との協働」においては、お互い対等であり、

当然、行政の保有する情報も対等に保有す

ることが必要です。

「民」との協働のための
 情報共有

「与党・野党」とは国会で国政政党の使用する言葉。さいたま市議会では、この意

識がまだまだ根強く残っています。地方議会は、市長（行政）と緊張関係になけれ

ばなりません。財政破綻の自治体が示すとおり、議会のチェック機能の向上は時

代の要請です。そのために議員は全体を見る視野が必要とされています。

課題とされている政務調査費の領収書の公開についても原則としてすべてを添

付することが必要だと考えています。無所属の会では自らの主張の一貫性を念頭

に置き、ホームページ上に領収書を公開してきました。議会には「課題や争点を

明らかにする」役割があります。その役割を果たすためにも、まずは自ら実践し、

明らかにできるルールづくりが必要です。

議会には自ら「条例」を作る権限があります。　が、これまでほとんど行使されてき

ませんでした。それは「条例は行政がつくるもの」という固定観念があったためで

す。この4年間で、さいたま市議会では一度だけ、「住民基本台帳の閲覧制限」の

条例を自らの立案により成立させました。このような取り組みが恒常的にできる

ような機運を高める必要があります。

編集責任　さいたま市議会議員　土井裕之
所属会派■無所属の会　　所属委員会■議会運営、教育市民、市民生活・安全対策、予算特別

プロフィール■1971年、旧浦和市生まれ。35歳。県立川口北高校を卒業。空手修業・NPO活動を経て、1999

年に浦和市議に当選。2001年の合併時、議員在任特例適用への問題提起で辞職。2003年、さいたま市議

に当選。明治大学大学院に在籍。「さいたま市民レポート」発行。政党には所属せず、無所属で活動している。

ふじみ野市のプール事故が象徴するよう

に、民間事業者の下で事故が発生すること

があります。公共を官民協働して担っていく

という流れの中で、行政は民間へのチェック

能力・体制の充実を強く求められます。これ

までの書面主義を脱し、リスクを確実に減

少させる方式に改めなければなりません。

行政の
チェック能力・体制
の充実

本筋の
行政改革へ。
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この4年間。未熟なところ、至らないところ、多々ありました。議会における「数の
力」は予想以上に高い壁でした。それでも4年前の約束を守るべく、発言を続
けてきました。無所属の議員同士で会派「無所属の会」を結成し、議論を積み
重ね、責任ある判断をこころがけるとともに、行政に対しては是々非々で対応し
てきたと自負しています。本筋の議会・行政改革はスタートしたばかりです。
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―政務調査費の領収書の公開―



　　　　　　　　　　　　　    
任期最後の2月議会も大詰め。一年で最も大切だと言わ
れる「予算案」の審議も含め、約80議案を審議していま
す。予算特別委員会の討論・採決は3月6日、最終日9日
で す。最終的な判断については、私のブログ
（http://doih.livedoor.biz）に記しますので、ご参照ください。

議会改革／議会と行政との関係
●議会前の議員とのやり取りに関する行政側の見解（03.6一般質問）

●行政審議会などへの議員参加の見直し（03.6一般質問）

●議員報酬の増額への反対（04.6議運委）

●報酬審議会の公開・次回開催（03.9一般質問／04.12一般質問）

●議員定数・議会経費の削減（07.1議運委ほか）

さいたま市政の基本姿勢／財政
●政策法務の充実（03.6一般質問）

●「補完性の原理」の考え方（03.6一般質問）

●市長のマニフェストのうち変更した点（05.12一般質問）

●平成大合併の基本認識と合併特例債使用への見解（03.2一般質問）

●広告収入による歳入確保（06.9代表質問）

合意形成／情報共有／個人情報保護
●市民との合意形成に関する見解（03.6一般質問）

●在日外国人の意向反映（05.2教育市民委）

●岩槻市との合併における市民の意向確認の有無（03.6一般質問）

●水道使用者へのアンケート調査（05.2予算委）

●ＨＰの活用による市民への積極的情報提供（03.9一般質問）

●予算編成過程・すべての事務事業評価表の公表（04.2総務委など）

●民間委託先の個人情報保護策（05.2予算委）

●個人情報の漏洩時の対応とセキュリティポリシーの策定（05.2予算委）

民との協働／行政による民間のチェック
●指定管理者の選定の透明性と指定後のモニタリング（04.2総務委ほか）

●市場化テストの実施（06.9代表質問）

●防犯活動のサポートと保険制度（03.9一般質問など）

●公益通報制度への準備（06.9代表質問）

●介護保険の事業者に対するチェック（07.2予算委）

●学校給食の民間委託へのチェック（07.2予算委）

●工事完成後のチェックについて（06.2建設水道委／06.9決算委）

●建築パトロールについて（06.9決算委）

●東横イン問題における独自調査と結果の公表（06.2建設水道委）

行政改革／事業廃止
●人事委員会の独自の人件費の見直し（04.2総務委）

●市長と団塊世代職員の退職手当の見直し（03.12一般質問）

●電子入札導入など入札制度改革の背景・スケジュール（03.12一般質問）

●保養施設の稼働率の分析と見直し（05.2教育市民委／07.2予算委）

●体育協会への補助金支出・事業への見直し（06.6教育市民委）

既得権の解消
●外郭団体の市長らの充て職

    退職幹部職員の再就職の見直し（04.12一般質問／07.2予算委）

●500万円未満の市補助金支出先の公開（05.2予算委）

●職員互助会への補助金の見直し（07.2予算委）

●市営住宅の高額所得者・収入超過者への対応（06.9決算委）

●水道検針の個人委託解消による法人委託への一本化（04.2予算委）

教育
●環境教育の取り組みと教育委員会と環境部の連携（03.12一般質問）

●特別支援教育の計画の内容と巡回相談（04.6教育市民委）

●特別支援コーディネーターの研修（04.6教育市民委）

●義務教育費国庫負担制度についての市の姿勢（04.6教育市民委）

●公立・私立の進学率と公立学校の質の向上策（07.2教育市民委）

格差の解消／自立支援
●市営住宅の抽選漏れ者への意向調査と他部局との連携（05.2予算委）

●障害者就労支援体制と教育委員会の法定雇用率（07.2予算委）

●ふれあい収集の数の増加要因と他部局との連携（06.9決算委）

●家庭児童相談室のプライバシーの確保 (05.9代表質問 )

●防犯に特化した組織改正と防犯対策の具体的手法（03.12一般質問）

●犯罪被害者の支援（06.12教育市民委）

経済
●産業創造財団と勤労者福祉センターの統合（05.2予算委）

●商工見本市の改善策と引き合いの有無（05.2予算委）

●中小企業の融資の不用額（06.9決算委）

●花火大会の開催の課題（06.9決算委）

●テクニカルブランド認定事業の内容（07.2予算委）

震災など災害対策
●耐震診断制度の利用状況と改修に結びついた数（05.6建設水道委）

●民間住宅耐震化への行政関与（05.9建設水道委）

●既存建築物耐震改修促進事業の内容

●ライフライン従事者の出勤者対策（06.9代表質問）

●帰宅困難者対策（06.9代表質問）

環境／水
●緑の保全策（07.2予算委）

●景観法への準備状況（07.2予算委）

●最終処分場の市内・市外の割合と残余年数（06.9決算委）

●公害苦情対応・法令違反の数（06.9決算委）

●クリーンさいたま推進委員のアンケート結果（06.9決算委）

●不法投棄撲滅作戦の監視カメラの値段・台数（07.2予算委）

●廃炉としたクリーンセンター与野の適正管理・解体（07.2予算委）

●水環境プランの策定スケジュール（05.2予算委）

生活／文化
●武蔵浦和駅4街区の建設による影響（07.2予算委）

●文化財保護の現状と財源の確保（06.9教育市民委）

●消費生活センターの相談機能の充実（07.2予算委）

●道路の優先順位づけ（05.2予算委）

見沼／農地
●見沼大橋の盛り土事件への対応（05.12一般質問）

●見沼に特化した所管の設置（05.12一般質問）

●農地における違法盛り土の再発防止策（05.12一般質問）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※（03.6）＝2003年 6月

ここには私の主な発言項目を記載しています。
4年前の私の約束と、照らし合わせて下さい。
詳しくはさいたま市議会・会議録をご参照ください。

会議録の検索と閲覧　http://dbsearch.city.saitama.jp/

2003.5 ～ 2007.3

土井裕之の主な発言 １．決めるのは私たち！
　　変えるのも私たち　変わるのも私たち
２．主体性ある議会を！
３．議員・行政職員は身を削れ！
４．さいたま市発地方分権を！
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2003.4

一般会計
歳入・歳出
予算内訳

2月議会報告

歳入：住民税は税源移譲（約63億円）、定率減税廃止
（約35億円）など。法人市民税は好景気で約37億7000
万円増など。市税総額で約184億円の増収に。依存財源
の借金は前年比マイナス18.7％の370億1980万円。

歳出：民生費は全体の26％、国民健康保険は増額、
子育て支援は前年より32億円増え約233億円に。土木
費は25.4％、浦和駅東口再開発（約26億2122万円）な
ど。教育費は10.2％、つばさ小学校の新設（約11億
7300万円）など。衛生費は10％、市民医療センターの整
備（約55億4238万2000円）など。

市債（借金）残高：6456億8912万3000円
基金（貯金）残高：398億   4020万2000円
　　　　　　　　　（平成19年度末見込み）

途中
経過

一般：3781億3000万円
　                           （4.5％増）
特別：2388億2700万円
                             （12.9％増）
企業：1021億1429万円
　                           （2.6％増）

全会計総額
7190億7129万円
 （前年比6.9％増）

●専決処分  1本（下水道関係）
●予算        45本（H18年度の補正分とH19年度）
●条例　    22本（ポイ捨て禁止条例など）
●一般　      9本（大宮サーカー場改修費用変更など）

予算案の概要

議
案

自主財源

依存
財源

市税
市債

交付税
など

国県
補助

民生費

土木費
総務費

教育費

公債費

衛生費

消防費 商工費

歳入
歳出

保健・ごみ処理
など

借金の返済

福祉など

建設・土木など

借金




